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－マネジメントニュース－
海外の環境規制法令

海外の環境規制についてＥＵを中心とした有害化学物質規制について、主なものを簡単にご紹介します。
ＲｏＨＳ（ローズ）指令
特定有害化学物質の使用制限を目的とし、ＥＵ域内で基準値を超えた電気・電子機器の販売を規制する
指令です。規制の対象となる物質は「水銀」、「カドミウム」、「鉛 」、「六価クロム」、「ＰＢＢ（ポリ臭化
ビフェニール）」、「ＰＢＤＥ（ポリ臭化ジフェニルエーテル）」の６物質です。
ＷＥＥＥ（ウィー）指令
電気・電子機器の廃棄に関する指令で、ＥＵ域内で電気・電子機器を販売するメーカーは、各製品が
廃棄物として環境に悪影響を与えないよう配慮する必要があり、回収・リサイクル等についても製造者
責任を有し、回収やリサイクルが容易な製品設計やマーキングをするとともに、回収・リサイクル費用
の負担などが求められます。
ＲＥＡＣＨ（リーチ）規制
ＥＵ域内で上市されるほぼ全ての化学物質について安全性評価を義務付け、その情報を登録させるもの
です。「生産者責任」と「予防原則」の徹底が目的で、これまで規制対象外だった １０万件の既存化学
物質にまで規制が拡大され ます。ＲＥＡＣＨ規則は全ての産業に適用されるので、ＲｏＨＳ指令等に
無関係だった企業も無関心でいられなくなる可能性が高いと言えます。
中国版ＲoHS指令
中国版ＲｏＨＳ指令と呼ばれる電子情報製品汚染制御管理弁法は、欧州の特定有害物質規制（ＲｏＨＳ）
と同様に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭素系難燃剤などの使用を規制するもの です。対象は
同国が定めた「重点管理リスト」に定められた製品ですが、この他にもあらゆる電子機器や部品に対し、
有害物質の含有表示などを求めています。
参考(国内の類似規制)

Ｊ-Moss（ジェイモス、JIS C 0950、資源有効利用促進法）
国内の規制で、パソコン、ユニット形エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類
乾燥機の計７品目の製品に特定の化学物質を定められた比率以上使用した場合、含有マークの表示および
ウェブサイトなどでの情報の開示が義務づけられます。
　　ＲｏＨＳ指令のように使用を規制するものではなく、あくまで表示を定めることで６物質を管理するもの
ですので、Ｊ－Ｍｏｓｓに適合しているから化審法やＲｏＨＳも適合するというわけではありません。
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Information�
�
�
ISO9000s内部監査員養成セミナー�
最新！富山県内の取得事業所�
�
日 時：�
２００８年８月２１日（木）�
�
�
�
場 所：�
株式会社ダイナテック  研修室�
9001�
三井金属ｴﾝｼﾞｱﾘﾝｸﾞ神岡支店�
�
定 員：�
３０名 ★定員になり次第締め切ります。�
�
西村運輸、西村物流�
�
�
● 次回は、２００８年 ８月 １８日（木）の予定です。�
�
中山電材�
�
�
�
�
�
�
ISO14000s内部監査員養成セミナー�
14001�
古志建設運輸�
�
日 時：�
２００８年９月１６日（火）・１７日（水）�
�
西村運輸、西村物流�
�
場 所：�
株式会社ダイナテック  研修室�
�
高野工会・トナミ精工�
�
定 員：�
３０名 ★定員になり次第締め切ります。�
�
ユウディケー・電陽社�
�
�
● 次回は、２００８年 １１月 ２０日（木）の予定です。�
�
�
�
�
�
�
�
�












